
会社と従業員との間で交わす労働契約はいつか必ず終了

する場面が来ます。それは、定年や契約期間の満了とい

うこともあれば、従業員自身の都合による退職もあるで

しょう。色々な労働契約解消の中で、最も頭を悩ますの

が、会社側からの解消＝つまり「解雇」の問題です。

「判例に学ぶシリーズ」第2弾の今回は、普通解雇や懲

戒解雇に関する有名事件を取り上げ、裁判所が何をどの

ように解釈・判断したのかを考えてみます。

ゼミナール内容

◆〇社事件

・勤怠不良を理由に解雇できるか？

◆〇社事件

・能力不足を理由に解雇できるか？

◆〇社事件

・協調性不足を理由に解雇できるか？

◆懲戒解雇と普通解雇のちがい ほか

2019年度 第6回
たまさきゼミナール

有名裁判例に学ぶ労務管理のポイント
～第２弾 労働契約解消編～

日時 ： 令和 元年 11月22日（金） １4：００～16：00

場所 ： たまさき社労士事務所 ミーティングスペース

住所 ： 広島市中区寺町５－２７ パークヒルズ城南２Ｆ

費用 ： 顧問先様２名様まで無料（左記以外：1,000円税込み）

たまさきゼミナールとは・・・
たまさき社労士事務所が顧問先様へ労務管理お役立ち情報をご提供する顧問先企業様向けの勉強
会です。
お問合せは・・・ たまさき社労士事務所 ＴＥＬ 082-275-4770 まで

御社名 お名前 メールアドレス

このまま 082-275-4780 へＦＡＸしてください！

今回は２時間版です!




